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名 　　称 日時・予約期間・定員 対象 場所・予約・問合せ
弁 護 士 に よ る
法 律 相 談

４月１５日㈬・１７日㈮・２4日㈮、５月１日㈮・８日㈮／午
後１時～４時／先着各６人／要予約（※）

市内在住・
在勤・在学者

場予市役所相談室
（北庁舎１階／☎︎〈７１〉２２２２）

（※）毎月２０日（㈯㈰㈷㉁の場合
はその翌開庁日）午前９時から
翌月分の予約を受け付けます。

司 法 書 士 に よ る
法 律 相 談

４月２０日㈪、５月７日㈭／午後１時～４時／先着各６人
／要予約（※）

司 法 書 士・ 土 地 家
屋調査士による相
続・登記・測量相談

５月１３日㈬／午後１時～４時／先着６人／要予約（※）

行 政 書 士 に よ る
相続・遺言・契約等
書 類 作 成 相 談

５月１2日㈫／午後１時～４時／先着４人／要予約（※）

行 政 相 談 ４月２１日㈫／午後１時～４時／当日受付

人 権 相 談 ４月１６日㈭、５月７日㈭／午後１時～４時／当日受付

女 性 相 談 毎週㈬／午前１０時～午後４時／先着各５人／要予約（※）

税 理 士 に よ る
税 務 相 談

５月１３日㈬／午後１時３０分～４時
市内在住者 場市役所相談室(北庁舎１階)

予市民税課(☎︎〈７１〉２２１３）予約優先(先着８人)。６月３日㈬の予約は４月６日㈪から
宅 地 建 物 取 引 士に
よ る 不 動 産・
空 き 家 相 談

４月２８日㈫／午後１時～４時 市内に不動産及
び空き家を所有
する者

場市役所相談室(北庁舎１階)
予建築課(☎︎〈７１〉２２4１）要予約(４月２３日㈭まで／先着４人)

消費生活相談員に
よる消費生活相談

㈪㈫㈭㈮／午前９時３０分～午後４時(受付は午後３時３０分
まで）

市内在住・
在勤・在学者

場予消費生活センター(市役所さ
くら庁舎内／☎〈７６〉７７49）
（※）相談時間外は商工課（☎〈７１〉
２２３５）へ

予約優先(各相談日の１週間前の午前９時から)（※）
当相談を利用した人に限り、弁護士による消費生活相談
を利用できます(毎月第４㈫午後１時～３時、要予約)。

労 働 相 談
５月１4日㈭／午後１時～４時

誰でも可 場市役所相談室(北庁舎１階)
予商工課(☎︎〈７１〉２２３５)要予約(５月１２日㈫まで／先着６人）

職 業 相 談 ・ 紹 介 ㈪～㈮／午前９時～午後４時３０分／当日受付 誰でも可 場 問市地域職業相談室(市役所
さくら庁舎内／☎︎〈７１〉０３１１）

内 職 相 談 ㈮／午前１０時～午後３時(受付は午後２時３０分まで)／当
日受付順(予約不可) 県内在住者 場市役所さくら庁舎

問子育て支援課(☎︎〈７１〉２２２9)
ひとり親家庭相談

㈪～㈮／午前８時３０分～午後５時１５分／当日受付

市内在住者 場問子育て支援課(☎︎〈７１〉２２２9)

児 童 相 談
市内在住で1８歳
未満の子をもつ
保護者

場問子育て支援課(☎︎〈７１〉２２７２)

若 者 相 談
（ 不 登 校 ・
ひ き こ も り 等 ）

毎週㈬（※５月６日㉁も実施）・５月９日㈯／午前１０時～
午後３時

市内在住・在勤
・在学で義務教
育を修了した１５
歳～３9歳の人、
その家族

場予青少年の家（☎︎〈７６〉３4３２）
要予約(先着各４人）

カ ラ ダ い き い き
栄 養 相 談

４月２２日㈬、５月１１日㈪　A（じっくり）コース➡午前９時
～１１時３０分　B（かんたん）コース➡午後１時～３時３０分 ２０歳以上(家族の

相談可）

場予保健センター
　　　　　　　　　　　　　（☎︎〈７６〉１１３３）

Aコースのみ要予約(各相談日前日まで／先着各２人）

家族のためのここ
ろ ホ ッ と 相 談 日

５月７日㈭午後１時～４時３０分 精神科等に通っ
ていないが、うつ
傾向にあると思
われる人の家族要予約(４月３０日㈭まで／先着３人）

思 春 期 保 健
相 談 ル ー ム

毎週㈫／午後１時～５時(Ｅメール(shishunkiroom@city.
anjo.lg.jp)での相談は随時受付） 市内の小学生～

高校生と保護者
面談の場合は要予約

保 健 師 等 に よ る
保 健 相 談

㈪～㈮／午前８時３０分～午後５時 誰でも可面談の場合は要予約
教
育
相
談

電 話 相 談 ㈪～㈮／午前９時～午後５時

市内在住の小中
学生及び保護者

場予教育センター相談室
（☎︎〈７６〉9６７4）

来 所 相 談
㈪～㈮／午前９時～午後５時

要予約(随時受付）

臨床心理士による
ふ れ あ い 相 談

㈪～㈮／午前１０時～午後５時(㈪は午後６時まで）

要予約(随時受付）

４月15日～５月14日分
各分野の専門職が相談に応じ、秘密は固く守ります。相談業務は正午～午後
１時(消費生活相談員による消費生活相談は除く)､４月2９日㈷、５月４日㈷
～６日㉁は休みます。


